
不動産（強制）競売事件添付書類等一覧表 令和元年１０月１日改訂

岡山地方裁判所第３民事部執行係（本庁）
〒７００－０８０７　岡山市北区南方一丁目８番４２号

℡０８６－２２２－６８６４

金　額

70万円

90万円

110万円

※左記（注）参照

代理人許可申請

特別代理人選任

配当要求

原本 写し
1 1

2 1

1 1
1

4 1 2

5 1 2

6 1 1

7 1 2
(3)

8 1 2

9 2
(3)

10 3

11 1

12 1 1
13

1

14
1

15 1

１．費用（※下記１～３の費用全てが予納されなければ，原則として，競売開始決定は発令できません。）

２．提出書類（手続の進行に資する書類も含む）　※提出部数欄の括弧書きは物件が農地の場合の部数

提出書類

3

※（注）
・民事執行予納金早見表は，戸建住宅等を想定したものであり，原則として売却単位ごとの金額になり
ます。（１つの申立てにおいて複数売却単位がある場合には，当該売却単位の筆数に相当するそれぞ
れの予納金額を合算した金額が必要です。）
・特殊物件の場合は，民事執行予納金早見表にあてはまらない場合があります。
・２０筆を超える申立てについては，競売申立て前に別途ご相談ください。

提出部数

３　登録免許税
　　（差押登記用）

下記金額の１０００分の４（１００円未満切り捨て）に相当する額の収入印紙または領収証書
（税務署・日本銀行取扱銀行・郵便局での現金納付の場合）
【強制競売】　請求債権目録記載の確定金額の合計（１，０００円未満切り捨て）
【競売（担保権実行）】　同上。ただし，根抵当権実行の場合は極度額を上限にして計算。

提出に関する注意事項等

500円

代理人により申立をする場
合の必要書類

代理人許可申請書（手数料：収入印紙５００円）
委任状，代理人と本人との関係を証する書面（社員証明書等）

競売手続続行申請書 目的物件に税務署，県税事務所（地域事務所税務局），市町村等の「差押」登記がある場合
（手数料は不要です。）

特別売却についての意見書 期間入札等を実施しても適法な買い受けの申出がなかったときは特別売却を実施しても異議
がない場合，あらかじめ提出してください。上記１の申立書本文内にその旨を記載していただい
ても差し支えありません。

競売事件の進行に関する
報告書

参考書式は次頁のとおり。（必ず担当者，連絡先を明記してください。）

仮差押に関する書類 仮差押の本執行移行の場合には，その旨を記載した書面（申立書冒頭への記載でも可）及び
仮差押決定正本の写し

抵当証券 抵当証券に基づく競売の場合

※個人・法人を問わず債務者及び所有者全ての資格証明書・住民票（個人番号（マイナンバー）・住民票
コードの記載がないもの）及びそれら写しを各１部提出してください。なお，申立債権者分の写しの提出は
不要です。
※旧商号・旧所在地または旧氏名・旧住所等が申立上現れるものは，現在までの変動の状況がわかるよ
う閉鎖されたものも含めて提出してください。
※できるだけ直近のものにしてください。不動産登記法１４条地図

または公図

目的物件の
固定資産公課証明書

建物図面，各階平面図

※７の図面については，物件に農地が含まれている場合は４部（原本１写し３）提出してください。
※７，８の図面については，「オンライン登記情報提供制度」で取り寄せたものでも差し支えありません。
※７，８の図面については，写しでも差し支えありません。
※各図面は縮小しないでください。

現地案内図 ※物件に農地が含まれている場合は３部提出してください。
※地図内において現地がわかるように色付け等で示しておいてください。

目的物件の登記事項証明書
（発行後１か月以内のもの）

申立書
（Ａ４判左綴じ横書き）
担保権・被担保債権・
請求債権目録

債務名義

送達証明書

資格証明書・住民票（個人番
号（マイナンバー）・住民票
コードの記載がないもの）
（発行後３か月以内のもの）

500円
500円

※登記事項証明書は全部事項の証明書が必要です。（「○区○番事項証明書」は不可）。
※共同担保目録も記載されている証明書を取得してください。
※目的物件が土地のみまたは建物のみ（マンションを含む。）の場合，それぞれ，その地上建
物または敷地の登記事項証明書等も必要です。

※非課税の物件の場合は，非課税である旨の証明書を提出してください。
※市町村によって証明する範囲や証明書の名称が若干異なる場合がありますが，①固定資産の評価額②
税額（税相当額）について証明しているものが必要になります。不明な場合は各市町村にお問い合わせくだ
さい。
なお，新見市，高梁市，小田郡矢掛町，備前市の物件において，上記①の固定資産評価額が記載されて
いない証明書が発行される場合がありますので，その際は各役所に対し，予め評価額の併記されているも
のを申請してください。

※岡山地方裁判所のホームページ内に掲載される書式・記載例を参考に作成してください。

※当事者目録には当事者の郵便番号，債権者のＴＥＬ，ＦＡＸ，送達場所を必ず明記してくださ
い。

強制競売の場合のみ必要（担保権実行の場合は不要）です。

１　民事執行予納金

２　申立手数料
　　（収入印紙）

【強制競売】　請求権１個につき４，０００円
　※請求権の数は債権者・債務者間の法律関係による。
　　（４，０００円×債務名義数×債務者数）
【競売（担保権実行）】　担保権１個につき４，０００円（共同担保は１個と数える。）

原則として目的物件１０筆まで７０万円（右表参照）
ただし，目的物件によっては，これ以上の予納が必要な場合もあります。
保管金提出書の郵送を希望される場合は，返信用封筒（８４円貼付）を添付してください。

民事執行予納金早見表

付随事件手数料早見表
（収入印紙）

1～10筆

11～15筆

16～20筆

不動産の筆数

☆隣接している物件ごと・一体利用されている物件ごと（売却単位ごと）に申立てをしてくださるようお願いします。（物
件が離れている場合は，事前にご相談ください。）これは，現況調査や評価の時間を短縮して早期の売却・配当の実
現を図り，また，買受希望者に物件情報を明確に提供するためです。
　なお，同一債権による申立ての場合，２件目以降の申立ての際の登録免許税は減額されます。



 
 
 
 
※不動産競売事件の円滑かつ迅速な進行をはかるため，下記事項にご記入の上，申立書と一緒
に，本書面をご提出ください（参考資料等があれば必要に応じて添付してください。）。 
 

不動産競売事件の進行に関する報告書 
 

 担当者のお名前（               ℡    －    －         ） 

  （債権者：                       債務者：                        ） 
 

１ 債務者，所有者について 

   住民票住所地での ・債務者につき，□あり □なし □不明 

    居住実態（法人の     

   場合，本店所在地    ・所有者につき，□あり □なし □不明 

   での営業実態） 

  電話（携帯）番号  ・債務者℡     －     － 

                 ・所有者℡     －      － 
 

２ 物件及び占有者について 

  現地調査の有無 □あり（令和  年  月  日実施） □なし 

  物件の利用状況 □個人住居（□戸建て□ワンルーム） □共同住宅（戸数       ） 

           □事務所 □店舗 □工場 □ビル１棟（   階建） 

           □建物敷地 □空地 □駐車場 □その他（                   ） 

  占有者の有無          ・抵当権設定時に，□あり □なし □不明 

               ・申立ての際に，□あり □なし □不明 

  抵当権設定時の □所有者 □所有者の家族（間柄                  ） 

   占有者          □第三者（氏名             ℡   －   －     ） 

  申立ての際の占 □所有者 □所有者の家族（間柄                  ） 

   有者            □第三者（氏名             ℡   －   －     ） 

  その他占有者に関する参考事項（いわゆる占有屋の有無等） 
 
 

  件外建物の有無 □あり □なし □不明 

  地代滞納の有無 □あり □なし □不明 

  土壌汚染の有無 □あり □なし □不明 
 

３ その他 

  買受希望者の有無 □あり □なし □不明 

  自己競落の予定             □あり □なし □不明 

  その他の連絡事項 
 


